
 

「マルチメディアデイジー教科書」提供・申請に関するＱ＆Ａ 

 

Ｑ１ どのような児童生徒が使用できますか？ 

 通常の紙の教科書では読むことが困難な児童生徒が使用することができ、医師の診断は必ずしも必要ではあ

りません。利用申請時に「読み」等に困難があることを申告する必要があります。 

 

Ｑ２ 使用する時には、申請が必要ですか？ 

保護者の申請が必要です。 

 

申請先：公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/daisytext.html 

 

Ｑ３ どのような手続きが必要ですか？ 

①「マルチメディアデイジー教科書」のホームページ内にある申請フォームから、「申請者姓名」「メールアドレス」

「パスワード」を入力する。 

 ↓ 

②登録したメールアドレスに届いたメールからログインする。 

   ↓ 

③ログイン後、申請希望のデイジー教科書や児童生徒情報、提供方法等を入力する。 

 

Ｑ４ どのような仕様となっていますか？ 

「マルチメディアデイジー教科書」には、ブラウザ版とアプリケーション版があります。申請後の使用については、

参考資料を御参照ください。 

 

Ｑ５ 「マルチメディアデイジー教科書」の他にどのような音声教材がありますか？ 

音声教材は、文部科学省が委託した６団体から無償提供されています。詳細は、資料を御参照ください。資料

は、文部科学省からの通知を一部抜粋したものとなります。全ての通知につきましては、令和５年６月７日に全校に

メールで送付しておりますので、必要に応じて御活用ください。 

 

 

参考 

https://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/daisytext.html


 

児童生徒の「マルチメディアデイジー教科書」の使用について 

１ ブラウザ版（オンライン版）について 

児童生徒に貸与しているタブレットにおいても、「マルチメディアデイジー教科書」の「ブ

ラウザ版」を使用することが可能です。 

（１）「マルチメディアデイジー教科書提供システム」のログイン画面（https://mpf.jsrpd.jp/） 

  にアクセスする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）事前に申請し、日本障害者リハビリテーション協会より付与された「ログイン名」と 

「パスワード」を入力し、ログインする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ アプリケーション版について 

    端末の設定により、現在児童生徒に貸与しているタブレットでは、「マルチメディアデイジ

ー教科書」の再生用アプリを個別にダウンロードして使用することはできません。合理的配

慮の観点から、再生用アプリをダウンロードした家庭の端末の持ち込みを、学校が許可する

ことは可能です。なお、学校のネットワークに接続することは本市の教育情報セキュリティ

ポリシーにより認められないため、御留意ください。 

参考 

https://mpf.jsrpd.jp/


 参 考 

（文部科学省「令和５年度使用教科書に対する音声教材の発行状況について」通知より一部抜粋） 


